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菊陽町人権カレンダー「12月」から「人権」を考える

気づこうよ　心の中にある　差別心
菊陽西小学校　６年　田中　友

ゆ
唯
い

　上記は町で作成している「人権カレンダー」です。その
12月には「人権」について考えたい記載が多くあります。

■12月１日は「世界エイズデー」
　1988（昭和63）年に世界保健機関（ＷＨＯ）が、エイズ（後天性免疫不全症候群）のまん延防止と患者・感
染者に対する差別や偏見の解消を目的として制定しました。エイズは、現在さまざまな治療薬が開発され
ており、適切な治療で症状をコントロールしながら通常の生活を送ることができるようになっています。

■12月３日は「国際障がい者デー」
　1992（平成４）年に国際連合（国連）において宣言されました。「国際障がい者デー」である12月３日か
ら日本の「障がい者の日」である12月９日までの１週間を、障がい者問題の理解促進、障がい者の社会
参加の促進を目的に「障がい者週間」と定めています。

■12月10日は「人権デー」
　1945（昭和20）年の第二次世界大戦後、世界の国々が集まってつくった組
織が国連です。そして、３年後の1948（昭和23）年12月10日、国連は「人
権」を世界中のどこでも通用するものと共通理解した「世界人権宣言」を出
しました。今年で75周年になります。この日を「人権デー」とし、12月４
日～10日の１週間を「人権週間」としています。各地でさまざまな取り組
みが行われており、本町では子どもたちの人権標語やポスターを中央公民館
と光の森町民センター（キャロッピア）に11月21日㈫～12月12日㈫まで展
示します。ぜひご覧ください。

■12月10日～16日は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」
　2002（平成14）年、日朝首脳会談で北朝鮮側が初めて日本人の拉致を認め、
政府認定の拉致被害者５人が帰国しました。しかし、現在も残りの人たちの
安否に関して北朝鮮側から納得のいく説明はありません。2006（平成18）年、
「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が
でき、12月10日～16日を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」としました。こ
の問題への関心と認識を深めていきましょう。
　県では「北朝鮮拉致問題解決に向けた講演会」を開催予定です。
日時　12月３日㈰　午後２時～４時10分
場所　ホテル熊本テルサ
問 県観光国際政策課　☎（333）2159
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